
基準器検査手数料表 
 

１ 長さ基準器 

種類 
手数料 

令和 7年 3月まで 令和 7年 4月から 

タクシーメーター装置検査用基準器 １４，１８０円 １４，５１０円 

 

２ 質量基準器 

種類 能力 
手数料 

令和 7年 3月まで 令和 7年 4月から 

基準台手動はかり 

ひょう量が１キログラム以下のもの ３，５４０円 ３，６２０円 

ひょう量が１０キログラム以下のもの ５，６３０円 ５，７７０円 

ひょう量が５０キログラム以下のもの ８，２６０円 ８，４６０円 

ひょう量が２００キログラム以下のもの １１，１５０円 １１，４１０円 

ひょう量が５００キログラム以下のもの １４，３９０円 １４，７２０円 

ひょう量が５００キログラムを超えるもの 14,390円に 500キログラム

又は 500キログラムに満た

ない端数を増すごとに

7,270円を加算した額 

14,720円に 500キログラム

又は 500キログラムに満た

ない端数を増すごとに

7,440円を加算した額 

 

３ 基準分銅 

種類 能力 
手数料 

令和 7年 3月まで 令和 7年 4月から 

一級である旨が表記

されているもの 

表す質量が２００グラム以下のもの ３，４２０円 ３，４９０円 

表す質量が２００グラムを超えるもの ７，９６０円 ８，０４０円 

二級である旨が表記

されているもの 

表す質量が５キログラム以下のもの ６７０円 ６８０円 

表す質量が５０キログラム以下のもの ８２０円 ８３０円 

表す質量が５０キログラムを超えるもの ９，３００円 ９，４２０円 

三級である旨が表記

されているもの 

表す質量が５キログラム以下のもの ５００円 ５１０円 

表す質量が５０キログラム以下のもの ６８０円 ６９０円 

表す質量が５０キログラムを超えるもの ７,４９０円 ７，５６０円 

 

４ 体積基準器 

種類 能力 
手数料 

令和 7年 3月まで 令和 7年 4月から 

基準タンク 
全量が０.２５立方メートル以下のもの １４，０７０円 １４，２５０円 

全量が１立方メートル以下のもの ３５，４８０円 ３５，９５０円 

 

※手数料は、全て１個当たりの金額 


